
社 団 法 人 大 津 青 年 会 議 所 定 款

第 １ 章 総 則

第 １ 条 （ 名 称 ）

こ の 法 人 は 、 社 団 法 人 大 津 青 年 会 議 所

） と 称 す る 。

第 ２ 条 （ 事 務 所 ）

こ の 法 人 は 、 事 務 所 を 滋 賀 県 大 津 市 打 出 浜 １ 番 ３ 号

大 津 商 工 会 議 所 内 に 置 く 。

第 ３ 条 （ 目 的 ）

こ の 法 人 は 、 地 域 社 会 お よ び 国 家 の 発 展 を は か り 、

会 員 の 連 け い と 指 導 力 の 啓 発 に 努 め る と と も に 、 国 際

的 理 解 を 深 め 、 世 界 の 繁 栄 と 平 和 に 寄 与 す る こ と を 目

的 と す る 。

第 ４ 条 （ 運 営 の 原 則 ）

こ の 法 人 は 、 特 定 の 個 人 ま た は 法 人 そ の 他 の 団 体 の

利 益 を 目 的 と し て そ の 事 業 を 行 わ な い 。

２ こ の 法 人 は 、 こ れ を 特 定 の 政 党 の た め に 利 用 し な い 。

第 ５ 条 （ 事 業 ）

こ の 法 人 は 、 そ の 目 的 達 成 の た め の 次 の 事 業 を 行 う 。

政 治 、 経 済 、 社 会 、 文 化 等 に 関 す る 調 査 研 究 お よ び

そ の 向 上 に 資 す る 計 画 の 立 案 と 実 現 を 推 進 す る 事 業 。

指 導 力 啓 発 の 知 識 な ら び に 教 養 の 習 得 と 向 上 お よ び

能 力 の 開 発 を 利 す る 事 業 。

国 際 青 年 会 議 所 、 社 団 法 人 日 本 青 年 会 議 所 お よ び 国

内 、 国 外 の 青 年 会 議 所 な ら び に そ の 他 の 諸 団 体 と 提 携

し 、 相 互 の 理 解 と 親 善 を 推 進 す る 事 業 。

そ の 他 本 会 議 所 の 目 的 達 成 に 必 要 な 事 業 。

第 ６ 条 （ 事 業 年 度 ）

こ の 法 人 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 １ 月 １ 日 に 始 ま り 同 年

月 日 に 終 る 。

第 ２ 章 会 員

第 ７ 条 （ 会 員 ）

こ の 法 人 の 会 員 は 大 津 市 お よ び そ の 近 郊 に 住 所 ま た



は 勤 務 先 を 有 す る 歳 以 上 歳 未 満 の 品 格 あ る 青 年 で 、

理 事 会 に お い て 入 会 を 承 認 さ れ た も の を 会 員 と す る 。

た だ し 年 度 中 に 歳 に 達 し た 場 合 、 そ の 年 度 内 は 会 員

と し て の 資 格 を 有 す る 。

２ す で に 他 の 青 年 会 議 所 の 会 員 で あ る も の は 、 こ の 法

人 の 会 員 と な る こ と が で き な い 。

第 ８ 条 （ 会 員 の 権 利 ）

会 員 は 、 こ の 法 人 の 目 的 達 成 に 必 要 な す べ て の 事 業

に 参 加 す る 権 利 を 平 等 に 享 有 す る 。

第 ９ 条 （ 会 員 の 義 務 ）

こ の 法 人 の 会 員 は 、 定 款 そ の 他 の 規 定 を 遵 守 し 、 こ

の 法 人 の 目 的 達 成 に 必 要 な 義 務 を 負 う 。

第 条 （ 会 費 等 の 納 入 義 務 ）

会 員 は 、 入 会 に 際 し て 入 会 金 を 納 入 し 、 毎 年 定 め ら

れ た 会 費 を 所 定 期 日 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 入 会 金 お よ び 会 費 は 別 に 定 め る 。

第 条 （ 休 会 ）

や む を 得 ぬ 事 由 に よ り 長 期 間 出 席 で き な い 会 員 は 、

理 事 会 の 承 認 を 得 て 、 休 会 す る こ と が で き る 。 た だ し

休 会 中 の 会 費 は 、 こ れ を 免 除 し な い 。

第 条 （ 会 員 資 格 の 喪 失 ）

こ の 法 人 の 会 員 は 、 次 の 事 由 に よ り そ の 資 格 を 失 う 。

退 会

死 亡 ま た は 解 散

破 産 ま た は 禁 治 産 も し く は 準 禁 治 産 の 宣 告

除 名

第 条 （ 退 会 ）

こ の 法 人 を 退 会 し よ う と す る 会 員 は 、 そ の 年 度 の 会

費 を 納 入 し て 、 退 会 届 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 除 名 ）

会 員 が 次 の 各 号 の 一 つ に 該 当 す る と き は 、 総 会 の 決

議 に よ り 、 こ れ を 除 名 す る こ と が で き る 。

こ の 法 人 の 目 的 遂 行 に 反 す る 行 為 の あ る と き 。

こ の 法 人 の 秩 序 を 乱 す 行 為 の あ る と き 。

会 費 納 入 の 義 務 を 履 行 し な い と き 。



そ の 他 会 員 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き 。

第 ３ 章 総 会

第 条 （ 総 会 の 構 成 ）

こ の 法 人 の 総 会 は 、 会 員 を も っ て 構 成 す る 。

第 条 （ 総 会 の 種 類 ）

こ の 法 人 の 総 会 は 、 通 常 総 会 お よ び 臨 時 総 会 の ２ 種

と す る 。

第 条 （ 総 会 の 招 集 ）

通 常 総 会 は 、 毎 年 １ 月 お よ び 月 に 理 事 長 が 招 集 す

る 。

２ 臨 時 総 会 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 理 事 長 が 招 集 す る 。

理 事 長 が 必 要 と 認 め た と き 。

理 事 会 が 招 集 の 必 要 を 決 議 し た と き 。

５ 分 の １ 以 上 の 会 員 よ り 、 会 議 に 付 す べ き 事 項 を

示 し た 書 面 で 招 集 の 請 求 が あ っ た と き 。

３ 前 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 総 会 は 、 そ の 請 求 を 受 取 っ た

日 よ り 日 以 内 に 招 集 の 手 続 き を し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 監 事 は 総 会 招 集 の 必 要

を 認 め た と き は 、 こ れ を 招 集 す る こ と が で き る 。

５ 総 会 を 招 集 す る に は 、 会 議 の 目 的 た る 事 項 な ら び に

日 時 場 所 を 記 載 し た 書 面 を も っ て 、 会 日 の 日 前 ま で

に 通 知 を 発 し な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 総 会 の 議 長 ）

総 会 の 議 長 は 、 理 事 長 ま た は 会 員 の 内 理 事 長 の 指 名

し た 者 が こ れ に 当 た る 。 た だ し 前 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 基

づ き 臨 時 総 会 を 開 催 し た 場 合 は 、 出 席 会 員 の う ち か ら

こ れ を 選 任 す る 。

第 条 （ 総 会 の 決 議 ）

総 会 は 会 員 数 の ２ 分 の １ 以 上 の 会 員 の 出 席 に よ り 成

立 し 、 そ の 議 事 は 、 本 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、

出 席 会 員 の 過 半 数 を も っ て こ れ を 議 決 す る 。

２ や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 総 会 に 出 席 で き な い 会 員

は 、 他 の 会 員 を 代 理 と し て 表 決 を 委 任 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 出



席 し た も の と み な す 。

第 条 （ 表 決 権 ）

会 員 は 、 総 会 に お け る 各 １ 個 の 表 決 権 を 有 す る 。

第 条 （ 総 会 の 決 議 事 項 ）

次 の 事 項 は 総 会 の 議 を 経 な け れ ば な ら な い 。

定 款 の 変 更 。

事 業 計 画 お よ び 収 支 予 算 の 決 定 な ら び に 変 更 。

事 業 報 告 お よ び 会 計 報 告 の 承 認 。

役 員 の 選 任 お よ び 解 任 。

入 会 金 お よ び 会 費 の 額 の 決 定 。

こ の 法 人 の 解 散 。

解 散 の 場 合 の 会 費 の 徴 収 、 清 算 人 の 選 任 お よ び 残 余

財 産 の 処 分 方 法 の 決 定 。

規 定 、 規 約 の 制 定 、 変 更 お よ び 廃 止 。

そ の 他 特 に 重 要 な 事 項 。

第 条 （ 総 会 の 特 別 決 議 ）

第 条 第 １ 号 お よ び 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 項 を 総 会 で 議

決 す る に は 、 出 席 会 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 多 数 に よ ら な

け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 議 事 に 関 す る 総 会 招 集 の 通 知 に は 、 付 議 事 項

の 内 容 お よ び 提 案 の 理 由 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 総 会 の 決 議 事 項 の 通 知 ）

理 事 長 は 、 総 会 の 終 了 後 、 遅 滞 な く 、 そ の 決 議 事 項

を 会 員 に 書 面 で 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 総 会 の 議 事 録 ）

総 会 の 議 事 に つ い て は 、 議 事 録 を 作 成 し な け れ ば な

ら な い 。 議 事 録 に は 議 事 の 経 過 の 要 領 お よ び そ の 結 果

を 記 載 し 、 議 長 お よ び 出 席 し た 会 員 ２ 名 が 署 名 押 印 し

な け れ ば な ら な い 。

第 ４ 章 役 員

第 条 （ 役 員 の 種 類 お よ び 数 ）

こ の 法 人 の 役 員 は 次 の 通 り と す る 。

理 事 長 １ 名

直 前 理 事 長 １ 名



副 理 事 長 ３ 名 以 上 ５ 名 以 内

専 務 理 事 １ 名

室 長 ３ 名 以 上 ５ 名 以 内

理 事 名 以 上 名 以 内 （ 理 事 長 、 副 理

事 長 、 専 務 理 事 お よ び 室 長 を 含 む ）

監 事 １ 名 以 上 ３ 名 以 内

２ 理 事 長 、 副 理 事 長 、 専 務 理 事 お よ び 理 事 を も っ て 民

法 上 の 理 事 と し 、 監 事 を も っ て 民 法 上 の 監 事 と す る 。

３ 監 事 は 他 の 役 員 を 兼 務 し 、 ま た は 委 員 会 の 構 成 員 と

な る こ と が で き な い 。

第 条 （ 役 員 の 資 格 お よ び 任 免 ）

役 員 は こ の 法 人 の 会 員 で あ る こ と を 要 し 、 総 会 に お

い て 選 任 お よ び 解 任 さ れ る 。 た だ し 、 直 前 理 事 長 は こ

の 限 り で な い 。

２ 役 員 の 選 任 方 法 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。

第 条 （ 役 員 の 任 期 ）

役 員 の 任 期 は 、 毎 年 １ 月 １ 日 よ り 同 年 月 日 ま で

と す る 。 た だ し 、 理 事 長 以 外 は 再 任 を 妨 げ な い 。

２ 期 の な か ば に 選 任 さ れ た 役 員 の 任 期 は 、 そ の 期 の 末

ま で と す る 。

３ 本 定 款 に 定 め た 役 員 の 員 数 を 欠 く 場 合 に は 、 任 期 満

了 ま た は 辞 任 に よ り 退 任 し た 役 員 は 、 後 任 者 の 就 任 す

る ま で そ の 職 務 を 行 う も の と す る 。

第 条 （ 役 員 の 職 務 ）

理 事 長 は 、 こ の 法 人 を 代 表 し 、 所 務 を 総 理 す る 。

２ 直 前 理 事 長 は 、 理 事 長 経 験 を 生 か し 、 所 務 に つ い て

必 要 な 補 助 を す る 。

３ 副 理 事 長 は 、 理 事 長 を 補 佐 し て 所 務 を つ か さ ど り 、

理 事 長 事 故 あ る と き は そ の 職 務 を 代 行 す る 。

４ 専 務 理 事 は 、 理 事 長 お よ び 副 理 事 長 を 補 佐 し 、 所 務

を つ か さ ど り 、 か つ 事 務 局 を 総 括 す る 。

５ 室 長 は 、 室 の 所 務 を 総 括 す る 。

６ 理 事 は 、 理 事 長 お よ び 副 理 事 長 を 補 佐 し 、 所 務 を 分

掌 す る 。

７ 監 事 は 、 業 務 の 執 行 お よ び 会 計 の 状 況 を 監 査 す る 。



第 ５ 章 理 事 会

第 条 （ 理 事 会 の 構 成 ）

こ の 法 人 の 理 事 会 は 理 事 長 、 副 理 事 長 、 専 務 理 事 、

室 長 お よ び 理 事 を も っ て 構 成 す る 。

２ 直 前 理 事 長 お よ び 監 事 は 理 事 会 に 出 席 し 、 意 見 を 述

べ る こ と が で き る 。

第 条 （ 理 事 会 の 招 集 ）

理 事 会 は 毎 月 １ 回 以 上 理 事 長 が こ れ を 招 集 す る 。

２ 理 事 会 構 成 員 の 名 以 上 が 必 要 と 認 め た と き は 、 書

面 に よ り 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 示 し 、 理 事 会 の 招 集 を

請 求 す る こ と が で き る 。

３ 理 事 長 は 、 前 項 の 場 合 に は 請 求 の あ っ た 日 か ら 日

以 内 に 理 事 会 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 理 事 会 の 議 長 ）

理 事 会 の 議 長 は 、 理 事 長 ま た は 理 事 長 の 指 名 し た も

の が こ れ に あ た る 。

第 条 （ 理 事 会 の 決 議 ）

理 事 会 は 、 そ の 構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 の 出 席 に よ り

成 立 し 、 そ の 決 議 は 出 席 構 成 員 の 過 半 数 を も っ て こ れ

を な す 。 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 が こ れ を 決 す 。

た だ し 、 総 会 に お い て 特 別 決 議 を 要 す る 事 項 に つ い

て の 決 議 は 、 出 席 構 成 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 多 数 を も っ

て こ れ を な す 。

第 条 （ 理 事 会 の 決 議 事 項 ）

理 事 会 は 次 の 事 項 を 審 議 処 理 す る 。

総 会 に 提 出 す る 議 案 。

総 会 か ら 委 託 さ れ た 議 案 。

諸 規 則 の 制 定 お よ び 改 廃 。

そ の 他 業 務 執 行 に 必 要 な 事 項 。

第 条 （ 理 事 会 の 議 事 録 ）

理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 議 事 録 を 作 成 し な け れ ば

な ら な い 。 議 事 録 に は 、 議 事 の 経 過 の 要 領 お よ び そ の

結 果 を 記 載 し 、 議 長 お よ び 出 席 し た 理 事 ２ 名 が 署 名 押

印 し な け れ ば な ら な い 。



第 ６ 章 例 会 お よ び 委 員 会

第 条 （ 例 会 ）

こ の 法 人 の 例 会 は 、 社 団 法 人 大 津 青 年 会 議 所 運 営 規

定 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

２ 例 会 の 運 営 に つ い て は 、 理 事 会 の 決 議 に よ り 定 め る 。

第 条 （ 室 お よ び 委 員 会 の 設 置 ）

こ の 法 人 は 、 そ の 目 的 達 成 に 必 要 な 事 項 を 調 査 、 研

究 、 審 議 し 、 ま た は 実 施 す る た め に 理 事 会 の 決 議 を 経

て 委 員 会 を 設 置 す る 。

２ 前 項 の 委 員 会 は 、 そ の 性 格 、 内 容 等 に 応 じ 、 原 則 と

し て 室 に 分 別 さ れ る 。

３ 室 長 は 、 理 事 長 が 理 事 会 の 承 認 を 経 て 委 嘱 す る 。

第 条 （ 委 員 会 の 構 成 ）

委 員 会 は 、 委 員 長 １ 人 お よ び 副 委 員 長 若 干 名 と 委 員

を も っ て 構 成 す る 。

２ 委 員 長 は 、 理 事 長 が 理 事 会 の 承 認 を 経 て 委 嘱 し 、 副

委 員 長 お よ び 委 員 は 会 員 の う ち か ら 委 員 長 が 理 事 会 の

承 認 を 経 て 任 命 す る 。

３ 会 員 は 、 理 事 長 、 直 前 理 事 長 、 副 理 事 長 、 専 務 理 事 、

室 長 、 事 務 局 長 、 事 務 局 次 長 お よ び 監 事 を 除 き 、 原 則

と し て 全 員 が い ず れ か の 委 員 会 に 所 属 し な け れ ば な ら

な い 。

第 ７ 章 会 計

第 条 こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 １ 月 １ 日 に 始 ま り 、 同

年 月 日 に 終 る 。

第 条 （ 収 支 ）

こ の 法 人 の 資 産 は 、 入 会 金 、 会 費 そ の 他 の 収 入 を も

っ て 構 成 す る 。

２ こ の 法 人 の 経 費 は 、 資 産 を も っ て こ れ に あ て る 。

第 条 （ 会 計 区 分 ）

こ の 法 人 の 会 計 は 、 各 事 業 年 度 毎 に 一 般 会 計 の ほ か 、

特 別 の 目 的 の た め に 特 別 会 計 を 設 け る こ と が で き る 。

２ 一 般 会 計 は 、 通 常 の 事 業 遂 行 に 関 す る 収 支 を 経 理 す



る 。

３ 特 別 会 計 は 、 一 般 会 計 で 処 理 す る に 不 適 当 と 認 め ら

れ る 大 規 模 も し く は 特 別 な 事 業 に 関 す る 収 支 を 事 業 別

に 経 理 す る 。

４ 基 本 金 は 、 基 本 金 と な る べ き 収 支 に よ り 積 立 て ら れ

た 基 本 財 産 の 額 を い う 。

第 条 （ 資 産 の 団 体 性 ）

こ の 法 人 の 会 員 は 、 そ の 資 格 を 喪 失 す る に 際 し 、 こ

の 法 人 の 資 産 に 対 し 、 い か な る 請 求 を も す る こ と が で

き な い 。

第 ８ 章 管 理

第 条 （ 定 款 等 の 備 置 ）

理 事 長 は 、 定 款 そ の 他 諸 規 則 、 会 員 名 簿 な ら び に 総

会 お よ び 理 事 会 の 議 事 録 を 常 に 事 務 所 に 備 え 置 か ね ば

な ら な い 。

第 条 （ 報 告 書 類 の 提 出 ）

理 事 長 は 、 在 任 年 度 終 了 後 、 す み や か に そ の 任 期 中

の 年 度 に か か る 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 作 成 し 、 当 該

年 度 の 監 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

事 業 報 告 書

会 計 報 告 書 （ 収 支 計 算 書 、 正 味 財 産 増 減 計 算 書 、

貸 借 対 照 表 、 財 産 目 録 ）

２ 前 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 は 、 当 該 年 度 終 了 後 最 初

に 開 か れ る 通 常 総 会 の 会 日 の １ 週 間 前 ま で に し な け れ

ば な ら な い 。

３ 第 １ 項 の 書 類 の 交 付 を 受 け た 監 事 は 、 厳 正 な る 監 査

を 行 い 、 そ の 通 常 総 会 の 前 日 ま で に 意 見 書 を 作 成 し 、

当 該 理 事 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

４ 当 該 理 事 長 は 、 前 項 の 意 見 書 を 添 え て 第 １ 項 の 書 類

を 通 常 総 会 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な

い 。

第 条 （ 報 告 書 類 の 備 置 ）

理 事 長 は 、 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 書 類 を そ の 通 常 総

会 の 会 日 の １ 週 間 前 ま で に 事 務 所 に 備 え 置 か な け れ ば



な ら な い 。

第 条 （ 書 類 の 閲 覧 ）

会 員 は 、 第 条 お よ び 前 条 の 書 類 を い つ で も 閲 覧 す

る こ と が で き る 。

２ 理 事 長 は 、 正 当 な 理 由 な く し て 前 項 の 閲 覧 を 拒 む こ

と が で き な い 。

第 条 （ 提 出 ）

理 事 長 は 、 通 常 総 会 終 了 後 遅 滞 な く 、 第 条 第 １ 項

の 書 類 を 社 団 法 人 日 本 青 年 会 議 所 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。

第 条 （ 事 務 局 ）

こ の 法 人 は 、 そ の 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 所 の 所

在 地 に 事 務 局 を 設 置 す る 。

２ 事 務 局 に は 、 事 務 局 長 を １ 人 置 く 。

３ 事 務 局 長 は 、 理 事 長 の 命 を 受 け 事 務 局 を 管 理 す る 。

４ 事 務 局 長 は 、 理 事 会 の 議 を 経 て 理 事 長 が 任 命 す る 。

５ 理 事 長 は 、 事 務 局 長 を 補 佐 す る た め に 理 事 会 の 承 認

を 経 て 、 事 務 局 次 長 若 干 名 を 置 く こ と が で き る 。

６ 事 務 局 次 長 は 、 理 事 会 の 議 を 経 て 理 事 長 が 任 命 す る 。

７ 前 各 号 の ほ か 、 事 務 局 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会

の 決 議 に よ り 定 め る 。

第 ９ 章 解 散

第 条 （ 解 散 事 由 ）

こ の 法 人 は 、 次 の 事 由 に よ り 解 散 す る 。

法 人 の 目 的 た る 事 業 の 完 了 ま た は そ の 成 功 の 不 能 。

破 産

総 会 の 決 議

会 員 の 欠 亡

第 条 （ 残 余 財 産 の 処 分 ）

こ の 法 人 の 解 散 の と き に 存 す る 残 余 財 産 は 、 総 会 の

議 を 経 て こ の 法 人 と 類 似 の 目 的 を も つ 公 益 法 人 そ の 他

の 団 体 に 帰 属 さ せ る 。

第 条 （ 清 算 人 ）

こ の 法 人 の 解 散 に 際 し て は 、 清 算 人 を 総 会 に お い て



選 任 す る 。

２ 清 算 人 は 、 就 任 の 日 か ら ６ ヶ 月 以 内 に 精 算 事 務 を 処

理 し 、 総 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 解 散 後 の 会 費 の 徴 収 ）

こ の 法 人 は 、 解 散 後 に お い て も 清 算 結 了 の 日 ま で は

総 会 の 議 を 経 て 、 そ の 債 務 を 弁 済 す る に 必 要 な 限 度 内

の 会 費 を 、 解 散 の 日 現 在 の 会 員 よ り 徴 収 す る こ と が で

き る 。

第 章 雑 則

第 条 （ 定 款 変 更 の 届 出 ）

こ の 法 人 の 定 款 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 部 分

を 明 示 し て 、 す み や か に 主 管 官 庁 の 認 可 を 得 、 社 団 法

人 日 本 青 年 会 議 所 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

第 条 （ 施 行 規 則 等 ）

こ の 法 人 は 、 本 定 款 の 運 用 を 円 滑 に す る た め 、 本 定

款 に 別 に 定 め あ る も の の ほ か 、 理 事 会 の 議 を 経 て 、 施

行 に 関 す る 規 則 等 を 定 め る 。

附 則

１ ． こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 別 紙 役 員 名 簿 の と お り と し 、 そ の 任 期 は 、 第 条 第

１ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 昭 和 年 月 日 ま で と す る 。

２ ． こ の 法 人 の 設 立 初 年 度 の 事 業 計 画 お よ び 収 支 予 算 は 、 第

条 第 １ 項 な ら び に 第 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 設 立 総

会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

３ ． こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 会 計 年 度 は 、 第 条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 設 立 認 可 の あ っ た 日 か ら 昭 和 年 月 日 ま で と す る 。

本 定 款 は 昭 和 年 月 日 か ら 施 行 す る 。

昭 和 年 ９ 月 日 一 部 変 更

昭 和 年 月 日 一 部 変 更

平 成 ６ 年 月 日 一 部 変 更 総 会 決 議


